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レインフォレスト・アクション・ネットワークについて

レインフォレスト・アクション・ネットワーク（RAN）は、環境正義と社会正義の実現に向けた取組へのより深いコミ
ットメントを企業が採用するよう働きかけることにより、市場や政治に関わる長期的な解決策の創出をめざす独立
した非政府組織（NGO）です。RANは森林とそこに暮らす人々及び生命を支える自然システムを守るために活動
しています。

本部はカリフォルニア州サンフランシスコにあり、東京、ジャカルタ、ロンドンに事務所を置いています。
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はじめに

　本手引きは2015年6月1日に施行された日本のコ
ーポレート・ガバナンス・コード（以下「コード」）を日本
の金融機関が遵守する際の一助となるよう、レインフ
ォレスト・アクション・ネットワークが作成したものです。
本手引きには熱帯林減少に関係する顧客に金融サー
ビスを提供する際に、金融機関が直面する具体的な環
境・社会・ガバナンスのリスクが示されています。

　「コード」は東京証券取引所に上場する企業に、長期
的な経済の安定の確保に向けた改革を実行するよう
求めるものであり、重要かつ歓迎すべき取組です。とく
に注目されるのは、「コード」が上場企業に対し、サステ
ナビリティに関する課題を事業と投資の判断に組み込
み、地域コミュニティを含む多様なステークホルダーと
協力し、その権利や立場を尊重すること(原則２)を求め
ている点、そして環境や社会への配慮などの非財務情
報の開示を通じてよりよい意思決定を促している（原
則３）点です。コーポレート・ガバナンス・コードは、投資
先会社のモニタリングの際、社会・環境問題から生じ
るリスクも考慮するよう機関投資家に求める「『責
任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシッ
プ・コード》」を補完するものです。

　木材、パーム油、紙パルプのような熱帯林を危険にさ
らす製品（以下、熱帯林リスク産品）の生産企業や貿易
会社の事業拡大に必要な融資、引受、債券、出資を金
融機関が提供することは、それら産品への市場の需要
とともに、熱帯林の減少に手を貸しています。これらの
セクターの多くは、プランテーション開発や、道路、工
場、精油所といった関連インフラへの投資のために巨
額の資金を必要としています。

　レインフォレスト・アクション・ネットワークとプロフ
ンド（Profundo）の調査によると、日本の銀行セクター
は東南アジアのパーム油、紙パルプ、熱帯木材の主要
な生産企業と貿易会社に対する最大の資金提供者の
一つであることを示しています。２０１０年以降、これら
の企業への日本の銀行による商業融資は、記録のある
融資全体の４分の１に当たる、およそ１兆円に上りま
す。EUと米国に本拠を置く銀行では、森林セクターに
関するセーフガード方針を公表する銀行がますます増
えているのと対照的に、熱帯林リスク産品セクターに
共通する環境、社会、ガバナンスリスクの範囲を把握す
るための公表された方針、またはデューデリジェンスの
仕組みを策定している日本の主要銀行は、まだ存在し
ません。

　「コード」及び本手引きが求める対策は、ヨーロッパ
と米国の透明性・非財務報告に関する新しい法律な
ど、国際的な規範・規制動向に沿ったものです。特に注
目すべきはOECDの多国籍企業行動指針です。同行動
指針では、悪影響を及ぼす活動に関与する企業に融資
を行う金融機関も、その悪影響に直接的に結びついて
おり、そうした事態を防ぎ、また、実際に悪影響が起き
た場合は是正を行うよう、その影響力を行使する義務
があると述べています。

　本手引きのセクション１では、熱帯林リスク産品セク
ターにおける具体的な環境、社会、ガバナンスに関わる
リスクを明らかにします。セクション2では、「コード」と
整合性を持つ国際的な政策動向に焦点を当てます。セ
クション3では金融機関が方針の基準設定や制度化
を通じて、どのように「コード」の原則を実践に移すこと
ができるかについて提案を行います。

本コードは、会社が、各原則の趣旨・精神を踏まえ、自らのガバナンス上の
課題の有無を検討し、自律的に対応することを求めるものである

　
−コーポレート・ガバナンス・コードの策定に関する有識者会議
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1
以下に取り組むことを明確に示した高いレベルでの声明を公表すること。 

 » 顧客の事業活動から生じる社会・環境問題を含め、サステイナビリティに関わる諸問題に積極的・能動的に
　 とりくむこと。
 » 地域コミュニティの権利の擁護などについてステークホルダーに関与し、協働すること。
 » 顧客の事業活動から生じるサステナビリティの課題とステークホルダーの権利の尊重に関連する非財務情

　 報を開示すること。

2 
高リスク産品セクターへのあらゆる種類の金融サービスに適用されるセーフガード方針を策定すること。
熱帯林セクターで活動する顧客に関しては、以下の事項を含むこと。 

 » すべての関係する各地域の法規制、国内法、国際法の完全遵守。
 » 保護価値の高い森林１、高炭素蓄積林2、泥炭地３の森林減少または森林劣化は行わないこと。
 » 地域コミュニティ・先住民族の慣習的土地権の尊重と擁護。これには「自由意思による事前の十分な情報に

　 基づく同意（FPIC）」の原則と手続き4に則って許可を与える／与えない権利を含む。
 » 強制労働や児童労働5の不使用を含め、自由で公正な労働慣行の遵守を証明し、特定の有害殺虫剤6の使用

　 を禁じること。

3 
強化した規範を全社的に達成するため、社内コンプライアンス制度と外部報告制度を実施すること。 

 » 取締役会と経営陣の体制、役割、資源、責任を明確に定め、サステナビリティの課題とステークホルダーへの
　 関与を効果的に統合するための監督体制やインセンティブ手法を確保すること。
 » 不遵守事例の把握と是正ならびに基準と制度の継続的改善のために、内部告発制度や外部の苦情処理制

　 度を設けること。
 » 環境・社会問題への取組について、独立したモニタリングやすべてのステークホルダーとの有意義な対話を

　 可能にするために、自社及び顧客に関する十分な情報を開示すること。7

金融機関への主な提案
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１．熱帯林リスク産品セクターにおける環境、社会、ガバナンス
に関わるリスク

　2000年から2012年の間、世界全体で日本の面積の
ほぼ3倍に匹敵する100万平方キロメートルもの熱帯
林が失われました。消失のスピードがもっとも早い地域
の一つが東南アジアです。熱帯林の減少と劣化は世界
の温室効果ガス年間排出量の14%から21%を占め、河
川を汚染し、生息地の消失を通じて種の絶滅を引き起
こします。

　世界中で10億人以上の人々が生存のため、あるいは
食料や生計を確保するため直接森林に頼っています。
地域コミュニティや先住民族コミュニティは、商業伐採
やプランテーション開発の拡大によって重大な人権侵
害を被ることがあります。たとえば、自らの土地に対する
権利の喪失、強制立ち退き、強制労働、児童労働、脅迫、
紛争、レイプなどに加えて、殺人事件さえ起きています。

　森林と森林に依存して暮らすコミュニティに、どのよう
に対応しているかということが、広範で往々にして不可
逆的な社会的、環境的影響を引き起こしているのです。
環境、社会、ガバナンスの課題の対処において、「コード」
は森林減少や森林劣化、人権侵害を引き起こしている
商品分野に関する方針やデューデリジェンスを、日本の
金融機関が強化するための枠組みと義務の両方を定め
ています。環境、社会、ガバナンスに関わる主なリスクに
は次のものが含まれます。
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環境リスク

»» 生物多様性の喪失：　熱帯林の減少や劣化は、生物多様性の喪失と種の絶滅の主要な原因の一つです。東南
　 アジアに残る熱帯林は絶滅危惧IA類のトラ、ピグミー・エレファント、サイ、オランウータンなど、IUCNレッドリス
　 トに掲載されている多くの特徴的な種を支えています。8

»» 気候変動：　熱帯林の減少・劣化により木々に貯蔵された二酸化炭素が大量に放出され、その量は世界の年間
　 温室効果ガス排出量の14%-21%にあたると推定されています。9加えて、インドネシアの泥炭地の劣化により、
　 世界全体の排出量の1%-2.5%にあたる温室効果ガスが排出されています。これは主にパーム油と製紙用パル
　 プ材のプランテーションによるものです。10

»» 水：　森林減少は水流や洪水抑制にも影響を与え、地域、国、国際レベルで降雨パターンを変動させる可能性
　 があります。水資源の価値の喪失は、森林の木材市場価値を大きく上回ります。11

»» 汚染：　木材伐採及びパーム油や紙パルプ用のプランテーション、それに関連する工場や精油所は、土壌浸食
　 や化学物質による河川の汚染を引き起こします。

社会的リスク

»» 強制立ち退き：　東南アジア全域で、数百に上る固有の文化と言語を有する先住民族が、健全な森林と伝統的
　 テリトリーに依存して暮らしています。伐採やプランテーション開発による立ち退きの結果、社会的混乱、食料の
　 不足、貧困が生じています。
»» 人権侵害：　地域コミュニティや先住民族コミュニティは私企業や国家による脅迫、暴力、レイプ、ときに殺人な

　 どを含む重大な人権侵害を日常的に受けています。12

»» 土地紛争：　慣習的な土地所有者と伐採会社やプランテーション会社の間で土地権をめぐる法的主張の対立
　 が頻繁に起きており、これは政府が先住権や慣習的土地権を認めていない、または保護していないことに関係し
　 ている可能性があります。加えて、慣習地での開発に関して、会社側がしばしば十分かつ公平な手続きをとって
　 おらず、地域コミュニティ及び先住民族コミュニティに自由意思による事前の十分な情報に基づく同意（FPIC）
　 を与えるか否かの選択肢が与えられていない場合もあります。13

»» 搾取：　木材伐採セクターやプランテーションセクターでは、強制労働、児童労働、十分な健康・安全対策をと
　 らないままの有害な殺虫剤・肥料の使用など、搾取的な労働基準が共通してみられます。マレーシアとインドネ
　 シアのパーム油産業では、多くの労働者が現代的形態の奴隷制といえるような深刻な労働搾取の犠牲となって
　 います。14

»» 健康被害：　東南アジアでは毎年パーム油農園開発のために森林が意図的に焼かれており、その煙によりマレ
　 ーシア、インドネシア、シンガポールでは深刻な健康被害が起きています。15

多国籍企業行動指針では、悪影響のリスクが最も深刻な
一般的分野を特定し、それら顧客へのデューデリジェンスを行い、

その結果、リスクが高い場合やあるいはリスクに企業が注目する場合には、
顧客のスクリーニングやモニタリングを優先していくことを期待しています。

　
−OECD»多国籍企業行動指針
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財務上の根拠
　金融資産の価値を支えているのは「より深いストック
とフローのプール、最も根本的には人的資源・自然資源
の健全性」です。17これには森林という自然資本ストック
と、それがもたらす物品及びローカル、リージョナル、グ
ローバルな生態系サービスというフローが含まれます。
これらは地球の気候を調節し、何十億もの人々の生活
を支え、経済の基礎となっています。自然資本ストック
は140カ国中116カ国で減少しており、中には急速に
減少している国もあると報告されています。18環境ストレ
スを引き起こす多数の要因は現在、地球の許容範囲を
超えるレベルにあると考えられています。19これらの問
題は金融システム規制当局の間で増大する懸念分野と
して認識されるようになっています。
　銀行の自己資本規制に関するバーゼルIII合意20のア
ドバイザーらは、気候変動と自然資源枯渇が金融セク
ターにとってのシステミック・リスクの迫り来る源になり
つつあるとして、世界各国の規制当局がこれを注視し行
動する必要があるとしています。

　この課題に効果的に取り組むためには、金融セクタ
ー全体で「コード」が扱う以下の主要テーマの多くを
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内部的課題とし、業務に取り込んでいく必要がありま
す——ESGを投融資判断に取り込むこと、中長期的
視点の採用、取締役会と上級経営陣のリーダーシッ
プ、ESG方針の透明性の向上、ステークホルダーとのよ
り幅広い関与です。

　森林セクターでは、近年、熱帯林産品の生産、貿易、
小売の世界的大手の一部がサステナビリティに関する
誓約を行った結果、特にパーム油と紙パルプの調達方
針についての国際的な市場の期待が大きく変化しまし
た。
　「森林減少ゼロ」「搾取ゼロ」の誓約が実行され始め
る中で、金融機関は顧客がこの新ESG基準を達成して
いるかどうかを金融サービス供与の判断基準とするこ
とによって、この趨勢を支え加速化させる上で極めて重
要な役割を担っています。この新基準を採用する主要な
商品取引企業が市場のシェアの多くを占めていることを
考慮すると、商品生産のより高い基準を満たせない顧
客は市場アクセスが縮小し、付随して債務不履行のリス
クが増大するかもしれません。

ガバナンスリスク 

»» 贈賄：　コンセッション（土地管理権）のライセンス発行や許認可の過程でしばしば、企業は地元や地方、または
　 国のレベルで贈賄や汚職に関与している可能性があります。インドネシアの林業では、汚職により政府に毎年
　 20億米ドルの損害が生じています。16

»» 違法活動：　このセクターにおける典型的な違法活動には、どのような森林が開発許可を得るかを定めた国内
　 法の軽視、伐採を許可されている樹木の大きさや樹種に関わる規制の違反、許可区域以外での活動、環境・社
　 会影響評価を完了する前に事業を開始することなどが含まれます。
»» 経済／金融犯罪：　脱税、価格転嫁、マネーロンダリングは、東南アジアからの違法な資金流出の主な源泉とな

　 っています。
»» レピュテーション上の損害：　違法または倫理にもとる事業水準によりレピュテーションを長期的に傷つける

　 場合があり、株主価値に大きな財務上の影響を与えるおそれがあります。



2.国際的な政策対応

国際レベルでは、いくつかの取組によって、責任ある企業行動に関する重要な基準設定が行われています。
金融機関は以下の基準をすでに遵守しているか、早急に社内制度にとりこむ作業を行っていなければなり
ません。

»» 赤道原則（Equator Principles）は、プロジェクトファイナンスについて比較的強力なセーフガード措置を確立し
　 ていますが21、森林セクターにおける企業融資の多くには適用されません。

»» 国際金融公社（IFC）のパフォーマンス基準は、赤道原則の基礎となったもので、「熱帯湿潤原生林における商業伐採
　 活動」及び「持続可能な管理が行われている森林以外に由来する木材または森林産品の生産または取引」22への金
　 融仲介業者の資金供与を禁じています。加えて、国際金融公社は「高炭素価値や生物多様性価値とともに、その生態
　 系サービスに鑑みて、高炭素蓄積の泥炭地を転換したパーム油農園の案件は支援しない」と定めています。23

»» 国連責任投資原則（UN PRI）には、現在日本の30社を含む1,368社が署名しています。「ESG課題を投資分析や判
　 断に組み込み」、投資対象の組織が「ESG課題の適切な開示を求める」ことを謳っています。24 

»» GRI（Global»Reporting»Initiative）25及びCDP26は、サステナビリティに関するレポートの整理統合を助け、企業
　 に対しその事業活動の社会的環境的リスクについて重要な情報を提供しています。27

»» ビジネスと人権に関する国連指導原則は企業に対し、人権侵害を避けるためにデューデリジェンスをもって行動し、
　 人権へのあらゆる負の影響に対し、取り組むよう義務付けています。

»» OECD多国籍企業行動指針は、国連指導原則を採り入れたもので、多国籍金融機関に対し、「自社の活動により
　 悪影響を引き起こしたり、その一因になったりするのを避け」、金融商品・サービスを提供している企業が引き起こす
　 「悪影響を予防または緩和するよう努める」ことを呼びかけています。28金融機関はリスクを把握し潜在的な悪影響
　 を予防または緩和するために体系立った対策をとり、ビジネス上の関係及び関連する活動を継続的に監視すること
　 が期待されています。29 

各国・各地域当局も、ESGリスクの開示義務を含むさまざまなESG関連の規制措置を講じています。30

»» 米国証券取引委員会（SEC）が、重要な環境課題の開示について初めて触れたのは1971年で、上場企業
　 に対し、環境法遵守による財務的影響についてのSEC提出書類での開示を検討するよう求める解釈を発表し
　 ました。312010年、SECは追加指針を発表し、気候変動による重要なリスク、たとえば、気候変動関連の立
　 法、規制、国際協定による企業の財務状況または業績への影響、規制や事業の趨勢による間接的な影響、気
　 候変動の物理的影響などをSEC提出書類で開示するよう企業に求めました。32

 » 2014年、ヨーロッパ議会は銀行や保険会社を含む一定以上の規模の企業に、自社の年次報告書において「環境問
　 題、社会・従業員関連問題、人権の尊重、汚職・贈収賄対策問題」に関係する情報を開示するよう求める指令を採択
　 しました。33この開示には「これらの諸問題に関する（企業の）方針、結果、リスク」ならびに実施したデューデリジェン
　 スプロセスを含めることとされています。本指令は2016年に施行されます。
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３．「コード」の解釈

基本原則２
株主以外のステークホルダーとの適切な協働

上場会社は、会社の持続的な成長と中長期
的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引
先、債権者、地域社会をはじめとする様々な
ステークホルダーによるリソースの提供や貢
献の結果であることを十分に認識し、これら
のステークホルダーとの適切な協働に努める
べきである。

取締役会・経営陣は、これらのステークホル
ダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を
尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリー
ダーシップを発揮すべきである。

コーポレート・ガバナンス・コード 解釈と手引き

「地域社会」―企業の業務が行われる場所に位置するコミュニティ
及び／または企業の中核的事業活動に影響を受けるコミュニティ

ステークホルダーによるリソースの提供や貢献を認識し、
適切に協働する

 » 土地及び熱帯林の資源は、先住民族や森林に依存して暮らす地
　 域社会が慣習的に所有する場合が多く、こうした資源は先住民
　 族や地域社会が管理し守ってきたからこそ存在していることを
　 認識する。
 » 先住民族や森林に依存して暮らす地域社会のもつ慣習的・伝統

　 的土地保有権を尊重し維持する。34

 » 資金的関係を結び、継続している顧客企業を含むステークホル
　 ダー（顧客／取引先）が、熱帯林資源に正または負の影響を与
　 える可能性があることを認識する。
 » 森林リスク産品を利用している企業も含め、顧客企業がそのサ

　 プライチェーンにおけるレピュテーションや環境的、社会的リス
　 クをいかに管理しているかを考慮し、顧客のサプライチェーン政
　 策及び関連施策の実施を支援する。35

ステークホルダーの権利と立場を尊重する

 » 先住民族の権利に関する国際連合宣言36に沿った先住民族、
　 森林に依存するコミュニティ、自給自足的小自作農・家族
　 経営農家37、女性、労働者38、非政府市民社会組織のステー
　 クホルダーとしての権利と立場を尊重する。39

 » 資金的関係のある企業により負のESG影響のリスクが存在する
　 または発生していることにつき、外部のステークホルダーが金融
　 機関に注意喚起する場合に、客観的な評価を行い、適切に対応
　 するための枠組みを確立する。40 適切な対応には以下の事項が
　 含まれる。

 » 金融機関の方針及び関連指針を遵守しないこ
　 とによる悪影響の評価

 » 特定の問題や、こうした影響に対してステークホ
　 ルダーと協働して取り組んだり、是正するために
　 当該企業がとり得る活動についての当該企業と
　 の議論

 » 当該企業が社会や環境への悪影響の継続的発
　 生を停止、軽減、または防止できない場合には、
　 金融上の取引関係の停止

金 融 セ ク タ ー と 日 本 の コ ー ポ レ ー ト・ガ バ ナ ン ス・コ ー ド  |  レ イ ン フ ォ レ ス ト・ア ク シ ョ ン・ネ ッ ト ワ ー ク 9



[行動規範とは、以下のように定義される](a)重要なステークホールダーの
福利に貢献し、(b)事業によって影響を受ける全ての構成員の権利を

尊重する上での、組織の決定、手続き、システムを導く
行動の原則、価値、基準、あるいは規則

−国際会計士連盟

原則2.1
中長期的な企業価値向上の基礎となる経営
理念の策定

上場会社は、自らが担う社会的な責任につ
いての考え方を踏まえ、様々なステークホル
ダーへの価値創造に配慮した経営を行いつ
つ、中長期的な企業価値向上を図るべきで
あり、こうした活動の基礎となる経営理念を
策定すべきである。

コーポレート・ガバナンス・コード 解釈と手引き

社会的責任に関する立場

金融機関の社会的責任に関する立場には、自社の投融資が及ぼす中
長期的な影響への社会的責任も含むべきである。

効果的に経営理念を導くためには、金融機関の社会的責任に関する
立場においては、「長期的に持続可能な（当社の）金融モデル、商品、
市場を通じた経済的社会的価値の創造」及び「経済的繁栄、環境保
護及び社会正義を推進すること、またはそれらに害を与えないこと」
の堅持を表明すべきである。41

経営理念

熱帯林及び熱帯景観に関係する金融活動の経営理念は、上記の社会
的責任に関する立場を指針とし、以下の事項を含むべきである。

 » すべての関係する各地の法規制、国内法、国際法の完全遵守。
 » 保護価値の高い森林、高炭素蓄積林、泥炭地地域での森林減

　 少または森林劣化を行わない。
 » 地域のコミュニティや先住民族の人権の尊重。これには慣習土地

　 権や、自由意思による事前の十分な情報に基づく同意（FPIC）の原
　 則と手続きに則って許可を与える／与えない権利を含む。
 » 強制労働や児童労働の不使用、特定の有害殺虫剤の不使用を

　 含む自由で公正な労働慣行の遵守。

“
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原則2.2
行動準則

上場会社は、ステークホルダーとの適切な
協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫
理などについて、会社としての価値観を示
しその構成員が従うべき行動準則を定め、
実践すべきである。取締役会は、行動準則
の策定・改訂の責務を担い、これが国内外
の事業活動の第一線にまで広く浸透し、遵
守されるようにすべきである。 

コーポレート・ガバナンス・コード 解釈と手引き

グッド・プラクティスであるためには、行動規範は(a)主要なステ
ークホルダーの福利に寄与し、(b)その業務から影響を受けるす
べての関係者の権利を尊重するものでなければならない。42

 » 取締役会は投融資を通じて守ろうとする長期的な環境的、社会
　 的価値を明瞭に表わした行動規範を策定又は改定しなければ
　 ならない。それは、気候の安定性、生物多様性の保存・維持、人
　 権、労働権、及び森林に依存して暮らすコミュニティや先住民族
　 の権利の尊重、貧困軽減、包括的かつ公平な経済発展を確保す
　 るため、ステークホルダーと社会の共通の長期的利益に資する
　 ものでなければならない。

 » 取締役会は、行動規範を実施し、自社の価値を表明するために、
　 その中心的な金融事業分野や事業活動に渡って、ESG問題全
　 般を効果的に統合し、特定の高リスクセクターのために、適切な
　 経営体制、人員と資源、役割と責任、報奨策と監督体制と、イン
　 センティブ手法を整備することを決定しなければならない。

 » 行動規範の遵守を確実にするために、取締役会はリスク管理委
　 員会及びコンプライアンス監査委員会の任務に、重要な職務全
　 体についての実施評価を含むこと。その評価には、国内外の業
　 務の第一線のクライアント・リレーションシップ・マネジャー、ア
　 ナリスト、ブローカーなどによって行われるものも含め、一定レ
　 ベルの範囲において、リスク管理、レピュテーション管理、クライ
　 アント選定とエンゲージメント、取引承認と、信用手続きを含む
　 ものとする。

 » 熱帯林地域で操業するセクターで広く、倫理にもとる事業活
　 動が頻繁に行われていることを考慮すると、顧客が以下の活動
　 に関与するリスクがある場合、金融機関は当該顧客とのあらゆ
　 る金融上の取引関係を避けるために十分な顧客調査を行うこと。 

 » 公職にある者への贈賄
 » 汚職
 » 税法犯罪
 » 違法活動
 » 価格転嫁
 » マネーロンダリング
 » 環境犯罪
 » その他の指定カテゴリーの犯罪43
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原則2.3
社会・環境問題をはじめとするサステナビ
リティを巡る課題

上場会社は、社会・環境問題をはじめとする
サステナビリティ（持続可能性）を巡る課題
について、適切な対応を行うべきである。

補充原則

取締役会は、サステナビリティ（持続可能
性）を巡る課題への対応は重要なリスク管
理の一部であると認識し、適確に対処する
とともに、近時、こうした課題に対する要請・
関心が大きく高まりつつあることを勘案し、
これらの課題に積極的・能動的に取り組む
よう検討すべきである。

コーポレート・ガバナンス・コード 解釈と手引き

社会・環境問題をはじめとするサステナビリティをめぐる課題への適
切な取組

 » 人権、気候変動、自然資源の保全・管理、生物多様性の保護、効率
　 的な資源利用及び公害防止などの横断的課題に関して、資金提供
　 のアプローチやガイドラインを定める方針を策定し、定期的に更新
　 し、公表すること。

 » 熱帯林に悪影響を与える重大なリスクのあるセクターへの投融資
　 方針を策定し、定期的に更新し、公表すること。同方針には次のも
　 のを含めること。

 » セクター特有の社会及び環境への悪影響を精査し、
　　　 これらを防止し、重要問題としてとりくむ際に顧客に
　 期待するものを示すこと。

 » 資金提供の対象としない活動についての明確な除
　　 外規定を定めること。

 » 顧客企業と交わす融資関連文書や契約の中にESG遵守責任を定
　 めた規程を含めること。

 » OECD多国籍企業行動指針に沿ってリスクの程度に応じてデュー
　 デリジェンスを行うこと。44環境社会影響評価のデューデリジェンス
　 を行う際、外部認証制度は参考になるものの、「チェックボックス」
　 式にそうした機関に「外注」すべきではない。森林リスクに影響され
　 やすいセクターへの投融資に関するデューデリジェンスの審査・手
　 続きにおいては、以下に関する顧客企業の事業評価を含めること。

 » 顧客の事業活動による生物多様性への影響全般及
　 び関連する緩和対策、ならびに温室効果ガス排出量
　 及び／または自然資源枯渇についての詳細な説明。

 » 人権及び労権に関する規範と協定、ならびに森林に
　 依存して暮らすコミュニティや先住民族の自由意思に
　 よる事前の十分な情報に基づく同意（FPIC）の遵守
　 を通じた、国際的な人権及び労働に関するステーク
　　　　 ホルダーの権利の尊重。

 » 森林資源に頼って基本的な食料を確保し自給自足の
　 生計を立てている女性、小規模農園保有者、家族経
　 営農家、先住民族、地方のコミュニティなどの社会的
　 に不利な立場におかれた集団への社会影響評価を通
　 じて、ステークホルダーの置かれた状況を尊重するこ
　 と。

 » 資金供与された活動による熱帯林という自然資本ストックとそのサ
　 ービスへの影響を評価し、それを財務分析に加えることを通じて、サ
　 ステイナビリティに関する懸念に積極的・能動的に取り組むこと。
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基本原則３
適切な情報開示と透明性の確保

上場会社は、会社の財政状態・経営成績等
の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスク
やガバナンスに係る情報等の非財務情報
について、法令に基づく開示を適切に行う
とともに、法令に基づく開示以外の情報提
供にも主体的に取り組むべきである。

その際、取締役会は、開示・提供される情
報が株主との間で建設的な対話を行う上
での基盤となることも踏まえ、そうした情報

（とりわけ非財務情報）が、正確で利用者
にとって分かりやすく、情報として有用性の
高いものとなるようにすべきである。

コーポレート・ガバナンス・コード 解釈と手引き

法律が求める以上に積極的に情報を提供する

 » セクター特有のサステナビリティ課題を一貫した形で把握し、評価
　 し、開示すること。これには、顧客企業の株式や債権の発行、シンジ
　 ケートローンに関連する目論見書及びその他の財務報告書におけ
　 る、環境・社会への悪影響のリスク要因の開示を含む。
 » 森林に依存して暮らす地域コミュニティや先住民族の資源、文化、

　 生計が影響を受ける場合、これらのコミュニティの自由意思による
　 事前の十分な情報に基づく同意の権利の実施手続きを含め、人権
　 と労働権がどのように尊重され守られているかについての詳細な評
　 価を含めること。
 » 顧客の事業活動による生物多様性への影響全般及び関連する緩和

　 対策、ならびに温室効果ガス排出量及び／または自然資本枯渇の
　 詳細な説明を含めること。
 » 建設的な対話を促進するため、金融機関は以下のことを行わなけれ

　 ばならない。
 » 正確、明確かつ有益な非財務情報を積極的に提供

　 すること。これには金融機関が定めている課題・セク
　 ター特有のESG方針を含めること。

 » 関係するESGについての専門的知見を持って社会
　 問題や環境問題に取り組む市民社会組織が、課題・
　 セクター別の投融資方針やモニタリング体制の策定
　 と、それらへのESG要因の統合に貢献するために、
　 検討や意見表明を行う機会を適宜設けること。
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まとめ

　金融機関は、健全な公共政策を指針としながら、日本
がより持続可能で、責任ある、安定した経済へと移行す
るにあたって、それを下支えするきわめて重要な役割を
担っています。持続可能な金融システムは社会の経済的
ニーズを満たすと同時に、すべての人と自然界の環境的
制約を尊重するものでなくてはなりません。

　熱帯林リスク産品セクターは日常的に違法性に関わ
っており、いかなる持続可能性の概念も実現できておら
ず、また大変な被害を直接受けている人々を尊重するこ
とができていません。日本の銀行が、社会的環境的な悪
影響を引き起こしている企業への融資の主要な供給元
であることを考慮すれば、この課題に日本の銀行がいか
に応えるかが、日本のコーポレート・ガバナンス・コード
遵守にとっての試金石といえるでしょう。

　金融機関は、顧客企業が森林に関わる活動に責任を
もち、地域コミュニティや先住民族コミュニティの権利
を尊重しているかどうかを知る必要があります。そうし
なければ「コード」が定めている義務を果たすことはで
きず、環境的社会的悪影響に加担しているという批判を
受け続けるでしょう。
　
　こうしたリスクへの関与を抱える金融機関が、自
信をもってその責任を果たせる唯一の方法は、顧客企
業に求めるのと同じ堅固なデューデリジェンス手続きを
自ら実施し、遵守することです。最終的には、遵守状況の
悪い顧客企業に対して厳格な期限を示して改善を求め
るか、あるいは、遵守しない顧客企業との金融上の取引
関係を避けることが、金融機関に求められています。

この課題に日本の銀行がいかに応えるかが、日本のコーポレート
ガバナンス・コード遵守にとっての試金石といえるでしょう。
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